
○
農
林
水
産
省
令
第
五
十
一
号

公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び

第
十
一
条
第
一
項
並
び
に
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二

百
三
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
木
材
製
造
高
度
化
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条

公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
木
材
製
造
高
度
化
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
最
近
二
期
間
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
一
年
間
の
事
業
内
容
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
）

三

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
施
設
の
規
模
及
び
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

四

法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
位
置
図
及
び
区
域
図
並
び
に
次
に
掲
げ
る

書
類

イ

開
発
行
為
に
関
す
る
計
画
書

ロ

開
発
行
為
に
係
る
森
林
に
つ
い
て
当
該
開
発
行
為
の
施
行
の
妨
げ
と
な
る
権
利
を
有
す
る
者
の
相
当
数
の
同
意
を
得

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ

開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書

（
木
材
製
造
高
度
化
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
木
材
製
造
高
度
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
木
材
製
造
業
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者
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
既
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
木
材
製
造
高
度
化
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
木
材
製
造
の
高
度
化
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二

前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（
木
材
製
造
高
度
化
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

二

木
材
製
造
の
高
度
化
の
内
容
の
変
更
で
あ
っ
て
、
木
材
の
製
造
量
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の

三

木
材
製
造
の
高
度
化
の
実
施
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

四

木
材
製
造
の
高
度
化
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
資
金
の
額

に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の
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五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
の
名
称
の
変
更
そ
の
他
の
木
材
製
造
高
度
化
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
の

実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

（
国
有
試
験
研
究
施
設
の
減
額
使
用
の
手
続
）

第
四
条

公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
研
究
の
実
施
計
画
及
び
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
国
有
の
試
験
研
究
施
設
を
記
載
し
た
書

類
二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
研
究
を
行
う
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
有
す

る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別記様式第１号（第１条関係）

木材製造高度化計画に係る認定申請書

年 月 日

農林水産大臣名 殿

申請者

住 所

名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名

（個人の場合は氏名） 印

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第１０条第１項の規定に基づき、

別紙の計画について認定を受けたいので、申請します。

（備考）

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とし、記名押印については、氏名を自署する

場合、押印を省略することができる。



（別紙１）

１ 木材製造の高度化の目標

２ 木材製造の高度化の内容

ア 具体的な実施内容

イ 木材製造の高度化に関する年度別計画

(単位：ｍ3)

木材の製造量

製造される 直近期末 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

木材の種類 （ 年度）（ 年度）（ 年度）（ 年度）（ 年度）（ 年度）

合計

３ 木材製造の高度化の実施期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

４ 公共建築物の整備の用に供する木材の製造の用に供する施設の種類及び規模（当該

施設を整備しようとする場合）

（別紙２）

５ 当該施設の位置、配置及び構造（地域森林計画の対象となっている民有林において

当該施設を整備するために開発行為をしようとする場合）

（別紙３）

６ 木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

（別紙４）

７ その他木材製造の高度化を実施するための重要事項



（別紙２）

公共建築物の整備の用に供する木材の製造の用に供する施設の種類及び規模

施設の種類 施設の規模・ 施設の所在地 全体事業費（単位：千円）
能力等 年度 年度

(注)１ 施設の種類については、製材施設、乾燥施設、プレカット施設、集成材加工施設、流通拠点施設等の別
を記載すること。

２ 施設の規模・能力等の単位については、該当する施設に応じた適切な単位を使用すること。（t／年な
ど）



（別紙３）

公共建築物の整備の用に供する木材の製造の用に供する施設の位置、配置及び構造

所在場所 開発行為に係る 施設の配置 施設の構造 開発行為の着手 備考
市町村 字 地番 森林の土地の面積 及び完了年月日
(郡) (大字)

(注)１ 開発行為に係る森林の土地の面積については、当該面積を実測し、ヘクタールを単位として、小数点以
下第４位まで記載すること。

２ 開発行為を行うことについての行政庁の許認可その他処分を必要とする場合には、その手続の状況を備
考欄に記載すること。



（別紙４）

木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

（単位：千円）
年度 使途項目 調 達 先

補助金・ 政府系金 民間金融 株式、社 自己資金 その他 合計 備考
委託費等 融機関 機関 債等

合 計

（注）１ 補助金・委託費等及び金融機関からの借入れについては、計画申請時点における予定を記載すること。
２ 林業・木材産業改善資金を利用する場合には、「その他」の欄に記載すること。



別記様式第２号（第２条関係）

木材製造高度化計画の変更に係る認定申請書

年 月 日

農林水産大臣名 殿

申請者

住 所

名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名

（個人の場合は氏名） 印

年 月 日付けで認定を受けた木材製造高度化計画について、下記のとおり変

更したいので、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第１１条第１項の

規定に基づき、認定を申請します。

記

１ 変更事項の内容

２ 変更理由

３ 添付を省略する書類（既に提出されている書類のうち、内容に変更がないもの）

（備考）

１ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とし、記名押印については、氏名を自署する

場合、押印を省略することができる。



別記様式第３号（第４条関係）

公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究に係る認定申請書

年 月 日

農林水産大臣名 殿

申請者

住 所

名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名

（個人の場合は氏名） 印

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第３条第２項の規定によ

る認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究の概要

２ 国有の試験研究施設を使用して１の試験研究を行うことが当該試験研究を促進する

ため特に必要である理由

（備考）

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とし、記名押印については、氏名を自署する

場合、押印を省略することができる。



別記様式第４号（第４条関係）

公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究に係る認定書

番 号

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第３条第２項の規定に基

づき、下記の公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究は、同条第１

項に規定する国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特

に必要であると認定する。

年 月 日

農林水産大臣名 印

記

１ 公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究の概要

２ １の試験研究を行う者の住所並びに名称及び代表者の氏名（個人の場合は氏名）

（備考）

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。




